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問
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
総
合
戦
略
に
基
づ
く
具
体

的
な
成
果
は
。

答
主
な
も
の
を
あ
げ
る
と
地

域
の
し
ご
と
総
合
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
を
川
越
商
工
会
議
所

と
構
築
、
運
営
し
、
現
在
登

録
企
業
数
が
75
社
と
な
っ
た
。

若
者
を
呼
び
込
む
縁
結
び
事

業
で
若
者
が
浴
衣
や
着
物
で

散
策
を
楽
し
ん
で
い
る
。
ま

た
外
国
人
観
光
客
の
割
合
が
、

30
年
度
で
目
標
値
１
・
９
％

に
対
し
３
・
８
％
と
な
っ
た
。

住
居
全
体
の
滅
失
ま
た
は
流

失
で
３
５
０
万
円
等
で
あ
る
。

問
住
宅
応
急
修
理
に
は
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。

答
住
宅
応
急
修
理
は
、
準
半

壊
の
住
家
で
１
世
帯
当
た
り

30
万
円
以
内
、
半
壊
ま
た
は

大
規
模
半
壊
の
住
家
で
、
１

世
帯
当
た
り
59
万
5
千
円
以

内
の
必
要
最
小
限
の
修
理
を

行
う
も
の
で
あ
る
。

問
災
害
援
護
資
金
貸
付
制
度

の
対
象
者
を
伺
う
。

答
貸
付
対
象
者
は
、
療
養
に

要
す
る
期
間
が
１
カ
月
以
上

の
世
帯
主
の
負
傷
、
住
居
の

半
壊
以
上
の
被
害
ま
た
は
家

財
の
３
分
の
１
以
上
の
損
害

の
い
ず
れ
か
の
被
害
を
受
け

た
世
帯
主
で
あ
る
。

問
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
限

度
額
を
伺
う
。

答
貸
付
限
度
額
は
世
帯
主
の

負
傷
の
み
ま
た
は
家
財
の
３

分
の
１
以
上
の
被
害
の
み
で

１
５
０
万
円
、
住
居
の
半
壊

の
み
で
１
７
０
万
円
、
住
居

の
全
壊
の
み
で
２
５
０
万
円
、

問
今
後
の
組
織
体
制
は
ど
の

よ
う
に
な
る
か
。

答
川
越
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し

ご
と
創
生
総
合
戦
略
を
所
管

す
る
地
域
創
生
課
は
、
総
合

戦
略
事
業
の
企
画
、
事
業
化

の
支
援
等
を
行
っ
て
い
く
。

ま
た
、
川
越
市
ま
ち
・
ひ
と

・
し
ご
と
創
生
本
部
は
、
引

き
続
き
事
業
に
係
る
推
進
、

効
果
検
証
や
次
期
戦
略
事
業

検
討
に
当
た
り
、
外
部
有
識

者
か
ら
も
意
見
等
を
も
ら
う

場
と
し
て
設
置
し
て
い
く
。

今
定
例
会
で
は
延
べ
18
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　
市
が
提
出
し
た
議
案
の
内
容
、
提
案
の
理
由
等
に
つ

い
て
、
疑
問
点
や
不
明
な
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

行
い
ま
す
。

　
こ
ち
ら
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
議
案
に
対
す
る
質
疑
の

一
部
を
要
約
し
、
掲
載
し
て
い
ま
す
。

本
会
議
に
お
け
る

　

議

案

質

疑

　
　
　
　
　【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

議
案
第
１
１
８
号

令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４
号
）

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
５
号

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
審
議
会
条
例
の
廃
止
条
例

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
１
１
号

行
政
財
産
使
用
料
条
例
の
一
部
改
正

【
清
令
会
】【
無
所
属
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
９
号

指
定
通
所
支
援
事
業
等
の
基
準
等
条
例

【
公
明
党
】

い
て
確
認
す
る
こ
と
と
な
る
。

問
事
業
者
に
対
す
る
非
常
災

害
対
策
、
衛
生
管
理
等
、
協

力
医
療
機
関
、
虐
待
等
の
禁

止
な
ど
の
項
目
に
つ
い
て
、

県
か
ら
市
に
事
務
お
よ
び
権

限
が
移
譲
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
市
と
し
て
の
関
わ
り
に

変
化
は
あ
る
の
か
。

答
権
限
の
移
譲
に
よ
り
、
指

定
等
の
事
務
だ
け
で
な
く
、

指
導
・
監
督
の
権
限
に
つ
い

て
も
併
せ
て
移
譲
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
た
め
、
新
た
に
、

市
が
事
業
者
の
指
導
・
監
督

を
行
う
こ
と
と
な
る
。
そ
の

た
め
、
指
定
申
請
時
や
実
地

指
導
等
の
機
会
を
捉
え
て
、

非
常
災
害
対
策
、
衛
生
管
理

等
、
協
力
医
療
機
関
、
虐
待

等
の
禁
止
な
ど
の
状
況
に
つ

人
の
需
要
に
見
合
っ
て
い
る

の
か
伺
う
。

答
休
日
は
、
市
庁
舎
駐
車
場

へ
の
入
庫
待
ち
車
両
が
発
生

す
る
こ
と
か
ら
、
一
時
的
に

需
要
が
供
給
を
上
回
る
状
態

が
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

問
駐
車
場
に
警
備
員
を
配
置

し
て
い
る
理
由
を
伺
う
。

答
歩
行
者
の
安
全
確
保
、
車

両
の
整
理
な
ど
が
必
要
な
こ

と
か
ら
、
警
備
員
を
配
置
し

て
対
応
し
て
い
る
。

問
今
回
の
料
金
改
定
で
は
、

市
役
所
近
隣
の
民
間
駐
車
場

と
の
か
い
離
解
消
を
理
由
と

し
て
い
る
が
、
今
後
も
見
直

し
を
行
う
の
か
伺
う
。

答
「
使
用
料
・
手
数
料
設
定

の
基
本
方
針
」
で
は
、
３
年

を
め
ど
に
定
期
的
に
検
証
し
、

社
会
経
済
状
況
の
変
化
に
対

応
し
た
使
用
料
・
手
数
料
と

す
る
と
し
て
お
り
、
民
間
駐

車
場
の
動
向
に
留
意
し
、
対

応
し
て
い
き
た
い
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
本
件
議
案
は
市
庁
舎
南
北

駐
車
場
料
金
の
改
定
で
あ
る
。

市
の
総
合
交
通
戦
略
で
は
中

心
市
街
地
に
お
け
る
交
通
渋

滞
の
緩
和
と
あ
る
が
、
現
状

で
は
市
内
へ
の
車
両
の
流
入

は
多
い
。
市
庁
舎
駐
車
場
の

有
料
利
用
は
中
心
市
街
地
へ

の
車
両
の
流
入
を
促
進
す
る

こ
と
に
も
つ
な
が
る
恐
れ
が

あ
る
が
、
観
光
客
に
よ
る
車

両
対
策
を
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
の
か
。

答
市
庁
舎
南
北
駐
車
場
の
有

料
利
用
に
つ
い
て
は
、
中
心

市
街
地
へ
の
車
両
の
流
入
に

つ
な
が
る
懸
念
が
あ
る
が
、

そ
の
一
方
で
、
時
の
鐘
や
蔵

造
り
の
町
並
み
な
ど
、
観
光

客
が
特
に
集
中
す
る
地
域
へ

の
車
両
の
流
入
を
抑
制
し
、

観
光
エ
リ
ア
に
お
け
る
交
通

渋
滞
の
緩
和
に
寄
与
し
て
い

る
も
の
と
考
え
る
。

　
…
…
…
…
…
…
…
…
…

問
市
庁
舎
駐
車
場
の
供
給
は
、

自
動
車
で
川
越
観
光
に
来
た


